
 

1 

 

栃木県  

針刺し事故等発生時対応マニュアル 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 6（2024）年 8月 1日作成 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【マニュアル使用上の注意】 

 
Ⅰ 本マニュアルは、拠点病院等に受診するまでの、緊急対応用として作成されたものである。 

 

Ⅱ 対象者は栃木県内の医療機関等に従事する者で、HIV 陽性又は陽性が疑われる患者の血

液等に曝露し、HIV 感染予防のために当該医療機関等の医師等が緊急的な措置が必要と判

断し、また被曝露者が服用に同意した場合とする。 

 

Ⅲ 針刺し事故等による HIV感染を防止するためには、発生後できるだけ早く、HIV感染予防

薬の服用を開始する必要がある。  

 

Ⅳ 予防服用に際しては、インフォームドコンセントが必要である。針刺し事故等が発生してから

のインフォームドコンセントでは、速やかな予防服用が困難であるため、医療従事者にはあら

かじめ予防服用や副作用についての知識を周知しておき、どのように対応するかを決定して

おくための事前教育が必要である。 

 

Ⅴ 予防服用を開始するかどうかは、被曝露者本人が自己決定しなければならない。 
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A 針刺し事故等発生時対応フロー  

HIV 感染のおそれのある針刺し事故等が発生した場合は、以下の「針刺し事故等発生時対

応フロー」に従って対応する。 

フローの各項目の詳細については、４ページ以降を参照とする。 

 

【針刺し事故等発生時対応フロー】 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当ページの数字は次ページの各項目の数字

とリンクしています。 
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B 対応の流れ  

 

１ 針刺し事故等が発生した医療機関等の対応  

(1)曝露事故発生 

曝露とは、針刺しや鋭利な医療器具による切創等、体内へのＨＩＶ陽性又は陽性が疑われ

る血液等の曝露、粘膜や傷のある皮膚への血液等の曝露をさす。 

【曝露後予防服用が推奨される臨床状況】 

曝露事故内容 針刺し事故、鋭利物による受傷、正常でない皮膚あるいは粘膜への

曝露 

感染性体液 血液、血清体液、胸水、腹水、心嚢液、脳脊髄液、関節液、精液、 

膣分泌物、羊水 

（参考）国立研究開発法人 国立国際医療研究センター エイズ治療・研究開発センター 

血液・体液曝露事故（針刺し事故）発生時の対応 

 

(2)応急処置 

曝露が発生した場合は､感染性体液に曝露された創部又は皮膚を、流水によって十分に

洗浄する。 

(3)報告 

被曝露者は、曝露の発生時刻・状況・程度・曝露の原因となった患者の感染性情報等を、直

ちに現場責任者・感染管理担当者等（以下「責任者」という。）に報告する。 

(4)曝露由来患者（以下「原患者」）の感染状況の確認 

原患者が HIVに感染しているか確認する。 

原患者のＨＩＶ検査の結果が不明な場合は、ニューモシスチス肺炎・クリプトコックス髄膜炎 

等の症状があるなど、ＨＩＶ陽性であることが疑われる症状の有無を確認する。 

原患者のＨＩＶ検査が未実施の場合は、患者の同意を得た上で、ＨＩＶ検査（迅速検査など）

を実施する。 

(5)妊娠の有無、基礎疾患の確認  

妊娠の有無を確認し、可能な場合は、妊娠反応検査を実施する。 

基礎疾患の有無、HBV感染の有無の確認も併せて行う。 

(6)インフォームドコンセント・服用の自己決定 

責任者は、十分にプライバシーに配慮した上で、曝露の状況を確認し、被曝露者に HIV 

感染予防薬（以下「予防薬」という。）の効果等について説明する｡（参考：様式４の裏面） 

被曝露者は、予防薬服用の利益と不利益を考慮して、服用を開始するかどうか自己決定

する。 

なお、服用開始の迅速性（曝露から予防服用までの時間はできるだけ短くする）及びプラ

イバシーの保護を考慮する。 

当ページの数字は前ページのフローチャート内

の数字とリンクしています。 
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(７)予防薬配置医療機関へ連絡 

予防薬の服用は曝露後できるだけ速やかに行う必要があるため、最寄りの予防薬配置医

療機関に連絡し、予防薬の提供を受けたい旨を説明する。 

（予防薬配置医療機関の連絡先は、別紙 【予防薬配置医療機関一覧】参照】） 

(８)依頼書・同意書・紹介状の作成（予防薬配置医療機関への提供の準備） 

被曝露者が予防服用を希望する場合は、責任者等は予防薬配置医療機関宛て「HIV 感染

予防薬提供依頼書」（様式３）・「HIV 感染予防薬服用同意書」（様式４）・「紹介状」（様式５-１）

を作成し、被曝露者へ予防薬配置医療機関受診時に持参するよう説明する。署名は被曝露

者自身が記載する。 

 

 

 

 

 

（９）その他 

自院に予防薬が配置されている医療機関で針刺し事故等が発生した場合、被曝露者に上記

の対応を実施した後、予防薬を処方する。(【2 予防薬配置医療機関での対応】参照) 服用後

は拠点病院等を受診し、継続服用について指示を受ける。 

 

２ 予防薬配置医療機関での対応  

 

   

 

 

 

 

 

(1)事前準備 

緊急の予防薬の提供の依頼を受けた予防薬配置医療機関は、曝露後できるだけ早く１回

目の服用が可能となるよう、直ちに予防薬の準備をする。 

(2)受診・説明・提供 

予防薬配置医療機関の担当医は、被曝露者に対し予防薬の注意事項（【様式４】の裏面参

考）について説明する。 

被曝露者が服用を希望した場合は、「HIV感染予防薬服用同意書」（様式4）の提出を受け 

て、予防薬を提供する。 

服用開始前には、HBV、腎機能低下、糖尿病、妊娠の有無などを確認し、必要があれば拠

・配置予防薬 

  

 

・予防薬配置医療機関 

 

 

 

アイセントレス®錠 400mg＋デシコビ®配合錠HT  

別紙 【予防薬配置医療機関一覧】参照 

＜予防薬配置医療機関受診時の持ち物＞ 

身分証明書（運転免許証）、保険証、お薬手帳（常用薬がある方）、 

HIV感染予防薬提供依頼書（様式３）・HIV感染予防薬服用同意書」（様式４）・ 

「紹介状」（様式５-１） 
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点病院等に相談する。また、常用薬がある場合には、相互作用にも注意する。  薬剤耐性

HIV による曝露後予防は、専門医による事例ごとの個別の判断が必要である。ただし、ただ

ちに（例：２時間以内）拠点病院等のアドバイスが得られない場合には、初回内服を開始して

から、２回目以降についての拠点病院等の判断を仰ぐ。 

（３）拠点病院等への受診の調整 

予防薬配置医療機関の担当医は、予防薬を提供した場合、適切にエイズ治療拠点病院等 

を受診するよう被曝露者に説明を行う。 

【拠点病院等への連絡方法（例）】 

①予防薬配置医療機関において、別添「エイズ治療拠点病院等一覧」（以下「一覧」という。）

から、受診可能な病院を選定する。 

②予防薬配置医療機関の担当者（医師等）は、一覧を基に受診候補拠点病院等の担当者

宛て電話連絡し、翌日以降の受診対応について、情報提供・日程調整を行う。 

 ※受診調整の連絡は当日中に行う。また受診予約は、拠点病院等の相談し一覧の対応

可能時間に受診できるように調整する。 

 ③予防薬配置医療機関の担当者（医師等）は、被曝露者が受診する拠点病院等の調整がで

き次第、「紹介状」（様式 5-２）を作成し被曝露者に渡す。 

 

 

 

 

３ 拠点病院等の受診  

曝露後、予防服用をした被曝露者は、速やかに拠点病院等を受診して服用継続の適否に

ついて相談の上決定する。 

【参考 曝露後の HIV感染予防薬】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

＜拠点病院等受診時の持ち物＞ 

身分証明書（運転免許証）、保険証、お薬手帳（常用薬がある方）、紹介状（様式 5-２） 

出典：令和 5年度厚生労働行政推進調査事業費補助金エイズ対策政策研究事業， 
HIV 感染症および血友病におけるチーム医療の構築と医療水準の向上を目指した研究班，抗 HIV 治
療ガイドライン 2024年 3月 
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A 費用負担  

県が配置し、また提供した予防薬については、費用負担は求めない。予防薬配置医療機関

から予防薬以外の費用の請求があった場合は、針刺し事故等が発生した医療機関が負担す

る。 

 

B 労災保険における取扱いについて  

HIV検査や予防薬の予防服用については、健康保険の給付対象ではないが、感染の危険

に対し有効であると認められる場合は、労災保険の給付対象となる。 

※「C型肝炎、エイズ及びMRSA感染症に係る労災保険における取扱いについて」 

平成 5年 10月 29日付け基発第 619号（平成 22年 9月 9日付け基発 0909第 1

号により改正） （以下抜粋下線は労災の給付対象となる事項） 

 

２ エイズについて 

（３）労災保険上の取扱い 

エイズについては、現在、HIV感染が判明した段階で拠点病院等の管理下に置か

れ、定期的な検査とともに、免疫機能の状態をみてHIVの増殖を遅らせる薬剤の投

与が行われることから、HIV感染をもって療養を要する状態とみるものである。 

したがって、医療従事者等が、HIVの感染源であるHIV保有者の血液等に業務上

接触したことに起因してHIVに感染した場合には、業務上疾病として取り扱われると

ともに、医学上必要な治療は保険給付の対象となる。 

 

イ 血液等に接触した場合の取扱い 

（イ）血液等への接触の機会 

医療従事者等が、HIVに汚染された血液等に業務上接触する機会としては、次の

ような場合が考えられ、これらは業務上の負傷として取り扱われる。 

a  HIVに汚染された血液等を含む注射針等（感染廃棄物を含む。）により手指等を

受傷したとき。 

b 既存の負傷部位（業務外の事由によるものを含む。）、眼球等にHIVに汚染された

血液等が付着したとき。 

（ロ）療養の範囲 

a  前期（イ）に掲げる血液等への接触（以下、記の２において「受傷等」という。）の

後、当該受傷等の部位に洗浄、消毒等の処置が行われた場合には、当該処置は、

業務上の負傷に対する治療として取り扱われるものであり、当然、療養の範囲に

含まれるものである。 

b  受傷等の後に行われたHIV抗体検査等の検査（受傷等の直後に行われる検査を

含む。）については、前期の１の（３）のイの（ロ）のｂと同様に取り扱う。（附属資料 

 

 

 

Ⅱ 費用及び労災対応について 
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原文の前期の１を参照） 

c  受傷等の後HIV感染の有無が確認されるまでの間に行われたHIV感染予防薬の

投与は、受傷等に起因して体内に侵入したHIVの増殖を抑制し、感染を防ぐ効果

があることから、感染の危険に対し有効であると認められる場合には、療養の範

囲として取り扱う。 

 

ロ HIV感染が確認された場合の取扱い 

（イ）業務起因性の判断 

原則として、次に掲げる要件を全て満たすものについては、業務に起因するものと

判断される。 

a  HIVに汚染された血液等を取り扱う業務に従事し、かつ、当該血液等に接触した

事実が認められること（前期イの（イ）参照）。  

b  HIVに感染したと推定される時期から6週間ないし8週間を経てHIV抗体が陽

性と診断されていること（附属資料 原文の前期（２）のホ参照）。 

c  業務以外の原因によるものではないこと。 

 

（ロ）療養の範囲 

前記（イ）の業務起因性が認められる場合であって、HIV 抗体検査等の検査により、

HIV に感染したことが明らかとなった以降に行われる検査及び HIV 感染症に対す

る治療については、業務上疾病に対する療養の範囲に含まれるものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ 様式 
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【様式１】 

  年  月  日 

 

予防薬配置医療機関の長 様 

                           

 

仲介病院長   

 

 

HIV感染予防薬配置依頼書 

 

 このことについて、次のとおり HIV感染予防薬を送付いたします。 

 予防薬を使用した際には、「針刺し事故等による HIV感染予防体制整備要領」に基づ

き、当院へ報告くださるようお願いいたします。 

  

 

薬剤名 

ロット番号 

数量 使用期限 備考 

RAL 

(アイセントレス®錠 400mg) 

       

錠 

 

 

年   月 

 

TAF/FTC 

(デシコビ®配合錠 HT) 

     

錠 

 

 

年   月 
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【様式３】（針刺し事故等発生医療機関記載） 

 

 

予防薬配置医療機関の長 様 

 

 

 

HIV感染予防薬提供依頼書 

 

 

次の者は、当院内での事故により HIV感染のおそれがあり、予防服用について希望があり

ましたので、栃木県が所有する予防薬の提供を依頼します。 

 

 

 

    医療機関所在地 

    医 療 機 関 名 

    管 理 者 名 

                連  絡  先 

               （担 当 者 名） 

 

 

 

 

 

対象者 氏名            生年月日    年   月   日 

性別（  男 ・ 女  ）     

現在服用中の薬剤 ：   

事故の状況 発生日時        年    月    時   分 

事故内容   ・針刺し  ・切創  ・粘膜汚染  ・皮膚汚染 

原因患者   ・HIV抗体陽性  ・HIV抗体陽性疑 
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HIV感染予防薬服用同意書 

（※全ての項目を確認し、□にチェックを入れてください） 

 

□ 私は、HIV汚染血液等曝露後の HIV感染予防薬服用について、裏面の注意事項を確認し、

利益と不利益を十分理解しました。 

 

□ 私は、自らの意思により予防服用を希望します。 

 

 

      年    月    日 

 

（予防薬配置医療機関名）      病院 院長 様 

 

 

所属施設名                           

             

            本人 署名                           

                                         

 

曝露を受けた職員 

性別（  男 ・ 女  ）   生年月日    年   月   日 

妊娠（ 有 ・ 無 ） 

現在服用中の薬剤：          

 

 

事故の状況 

発生日時       年    月    日    時    分 

事故内容  □針刺し  □切創  □粘膜汚染  □皮膚汚染 

原因患者の病状  □HIV陽性  □HIV陽性疑い 

（疑いの場合の理由：                    ） 

【様式４】 
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 HIV 感染予防薬服用説明書（注意事項） 

 

□ 服用の意義 

針刺し事故などで HIV 汚染血液等に曝露した場合の感染のリスクは、B 型・C 型肝炎

と比較してかなり低く、B 型肝炎の 1/100、C 型肝炎の 1/10 程度で、針刺し事故におい

ては平均 0.3％、粘膜の曝露においては平均 0.09％程度です。 

また、感染直後に１つの HIV 感染予防薬を服用することで、そのリスクを約 80％低下

させると言われています。現在の多剤併用療法を行えば、曝露後の予防効果はさらに高ま

ると考えられています。 

 

□ 服用にあたっての注意 

予防服用期間については、通常４週間の継続服用が必要と考えられています。感染を予

防する利益と副作用による不利益を考え合わせた上で、予防服用が必要と判断された場

合には、できる限り早く（可能であれば～２時間以内に）服用を開始することをお勧めし

ます。 

 

□ 以下に当てはまる方は、服用にあたり注意が必要なため、予防薬配置医療機関および拠

点病院等の医師に申し出てください。 

・ 妊娠している、又は妊娠している可能性のある方 

・ Ｂ型肝炎の既往がある方 

・ 腎機能に障害のある方、糖尿病の方 

 

□ 予防薬と副作用（詳細は各薬剤の添付文書参照） 

予防服用薬は、以下の２種類です。拠点病院等受診までの間は、以下の２剤を服用します。 

 

＜RAL＞ アイセントレス®錠 400mg（うすい赤色の錠剤）[１回１錠（400㎎）1日２回服用] 

 副作用：発疹、吐き気、めまい、頭痛、下痢など 

 稀に皮膚粘膜眼症候群、薬剤性過敏症症候群、横紋筋融解症、腎不全、肝炎などを起こす

ことがある。 

 

＜TAF/FTC＞ デシコビ®配合錠 HT（青色の錠剤）[１回１錠 １日１回服用] 

 副作用：悪心、疲労、頭痛、下痢など 

 TAFと FTCの合剤である。Ｂ型肝炎患者の服用にて、服用中止時に肝炎が悪化する場合が

ある。 
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紹 介 状 

 

一般医療機関（針刺し事故等が発生した医療機関） → 予防薬配置医療機関 宛て 

                    病院 

担当医                   様 

 

この度、患者様の血液等によって、当院の職員が曝露事故を起こしました。 

つきましては、必要な検査、HIV 感染予防薬の提供及び指導についてご検討くださいますようお願い

いたします。 

被曝露者 

 

 

氏名 

住所 

性別 （ 男・女  ） 

生年月日 年 月 日 

 

妊娠 （  有・無  ） 

曝露を受けた医療機関： 

基礎疾患：             

現在の服用中の薬剤：   

労災申請の有無：  有 ・ 無  

事故状況 

発生日時 年 月 日 時 分 

事故内容 □針刺し  □切創 □粘膜汚染 □皮膚汚染 

曝露由来患者の感染性 □HIV 陽性  □HIV 陽性疑   

（原因： ） 

依頼事項 予防薬の提供 （同意書の記載及び持参 □済） 

その他 
 

 年 月 日 

 

医療機関名 

所在地 

(TEL) 

医師名  

 

【様式５-１】 
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紹 介 状 

 

予防薬配置医療機関 → エイズ治療拠点病院等 宛て 

                    病院 

担当者                  様 

 

この度、下記により血液等曝露事故への対応として、HIV感染予防薬の提供を行いました。 

つきましては、今後の継続診療等についてご対応くださいますようお願いいたします。 

被曝露者 

 

 

氏名 

住所 

性別 （ 男・女  ） 

生年月日 年 月 日 

 

妊娠 （  有・無  ） 

曝露を受けた医療機関： 

基礎疾患：             

現在服用中の薬剤：  

労災申請の有無：  有 ・ 無 

事故状況 

発生日時 年 月 日 時 分 

事故内容 □針刺し  □切創 □粘膜汚染 □皮膚汚染 

曝露由来患者の感染性 □HIV 陽性  □HIV 陽性疑    

（原因： ） 

予防薬 

提供内容 

□予防服用の同意書確認済み 

提供内容：アイセントレス®錠 400mg・デシコビ®配合錠 HT（ 日分） 

服薬状況：□服薬済（ 年 月 日 時 分） □服薬未 

HIV 検査 

結果等 

曝露由来患者の検査：□迅速検査陽性 □一般検査実施中 □未実施 

被曝露者の検査   ：□迅速検査陽性 □一般検査実施中 □未実施 

 年 月 日 

医療機関名 

所在地 

(TEL) 

医師名 

 

 

【様式５-２】 
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Ⅴ 附属資料 













○使用済み医療器具由来のHIV等の感染予防について(依頼) 
(平成13年9月27日)

(／健疾発第70号／健感発第52号／医薬安発第139号)
(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局疾病対策課長、健康局結核感染症課長、医

薬局安全対策課長通知)
今般、別添1のとおり、使用済み医療器具由来が疑われるHIV感染症例がエイズ動向委員会に報

告されたところである。 
当該報告は、医療機関内の清掃業従事者へのHIV感染の可能性を指摘したものであるが、本件

に限らず、医療従事者や医療用具等の滅菌・消毒業務に従事している者等にも感染の危険性があ
ること、HIVのほか肝炎ウイルス等による感染の危険性も考えられることから、当該従事者の健
康を確保する観点から、幅広くこれらの危険性の周知を図る必要がある。 

ついては、貴職におかれても、管内医療機関に対し、当該危険性の周知をお願いする。 
記 

１ 医療機関に対し、使用済み医療器具を安全かつ適切に処理し、使用済み医療器具由来のHIV
や肝炎ウイルス等に感染を起こさないための万全の対策を取るよう、周知すること。 

２ 医療機関内清掃業従事者等が、使用済み医療器具の取扱いによりHIVに感染した可能性があ
る場合(針刺しを起こした場合等)は、エイズ拠点病院等医療機関との緊密な連携を図り、平成
11年8月30日付健医疾発第90号、医薬安第105号厚生省保健医療局エイズ疾病対策課長・厚生
省医薬安全局安全対策課長連名通知「針刺し事故後のHIV感染防止体制の整備について」(別添
2)に基づく適切な対応を図ること。 

また、肝炎ウイルスの感染事故予防及び事故の場合の対応等については、平成8年1月5日付
健医感発第1号厚生省保健医療局エイズ結核感染症課長通知「ウイルス肝炎感染防止対策の啓
発普及について」(別添3)が出ているので周知されたい。 

３ 医療機関における感染性廃棄物の取扱いについて、平成4年8月13日付衛環第234号厚生省生
活衛生局水道環境部長通知「感染性廃棄物の適正処理について」を別添4として添付するので
参考にされたいこと。 

(別添1) 
医療機関内の清掃業従事者のエイズ発症について 

平成13年9月
厚生労働省健康局

疾病対策課
平成13年7月31日に開催された第86回エイズ動向委員会(委員長：吉倉廣国立感染症研究所長)

において、以下の事例が報告された。 
【症例】 

医療機関内の清掃業従事中に、使用済み医療器具による針刺しを頻繁に起こしていた57歳の日
本人男性が、エイズ発症のために都内病院を受診した。 
【感染原因】 

当該男性がすでに死亡しており、国が本症例を特定して更なる調査を行うことは困難なため、
HIVの感染経路を針刺しとは断定できなかった。 
【今後の対応】 

医療機関内の清掃従事者等に対しては、使用済み医療器具によるHIV感染の危険性について、
改めて周知徹底する必要があると考えられる。 
①医療機関内清掃業者等への更なる周知：使用済み医療器具による針刺しがあった場合はHIV感

染の危険性があり、その際は初期対応が必要なことについて、講習会等を通して更なる周知を
お願いする。なお、初期対応としては、国立国際医療センターエイズ治療・研究開発センター
／医療事故後フローチャート(別添2)を参考にされたい。 

②医療従事者等に対する呼びかけ：清掃業者等が針刺しを起こさないような、使用済み医療器具
の取扱いを呼びかける。 

③エイズ動向委員会への報告：以上の対応後の経過をまとめ、第87回エイズ動向委員会(本年10
月23日開催予定)にて報告する。 






